
認可の基準（第43
条の3の９第３項）
・許可整合
・技術基準適合○技術基準維持義務

（第43条の3の14）

○定期事業者検査
（第43条の3の16第1項）

基本設計段階

詳細設計
建設段階

運転段階

設計及び工事計画認可・届出
(第43条の3の9 / 第43条の3の10)

設置許可
(第43条の3の5)

施設の健全性を担保
（ハード面の規制）

保安活動の妥当性を担保
（ソフト面の規制）

保安規定認可
(第43条の3の24第1項)

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（原子炉等規制法）に基づき、原子力発電所の安全
規制を実施し、各段階で事業者からの申請等に基づき、基準の適合性などを確認。

使用前事業者検査
（第43条の３の11第１項）

廃止措置
段階

○保安措置義務
（第43条の３の22第１項）

○保安規定遵守義務
(第43条の3の24第4項)

長期施設管理計画の認可
(新第43条の3の32第１項、第３項)

廃止措置計画認可
(第43条の3の3４第２項)

許可の基準（第43
条の3の６第１項）
・平和目的
・経理的基礎
・技術的能力
・設備基準適合
・品質管理体制

認可の基準（第43
条の3の２４第２
項）
・許可整合
・災害の防止上支障
がないこと

これらの許認可等の
基準等を総称して、
規制基準と呼称

これらの許認可等の
基準等を総称して、
規制基準と呼称

認可の基準（新第
43条の3の３２第６
項）
・劣化評価が適確
・災害の防止上支障
がないこと
・劣化を踏まえ技術
基準適合○劣化管理措置義務

（新第43条の３の32第８項）

原子炉等規制法の枠組み
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安全性向上評価届出
（第43条の３の２９）


